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プレスリリース （別添 １）

平成１９年８月３日

東 北 農 政 局

食品の品質表示実施状況調査等の結果について（平成１８年度）生鮮

農林水産省では、全国で販売されている生鮮食品の品質表示について、表示が適切

に行われているかを日常的に調査しています。

この調査は、小売店舗における表示状況と中間流通業者が行っている表示状況につ

いて、商品の表示の確認に加えて、伝票等の根拠書類の確認により行っているもので

す。

今回、本調査について、東北農政局管内の平成１８年度の結果をとりまとめました

ので公表します。

なお、これらの調査を通じて表示違反の疑義があった場合には、立入検査や任意検

査を行い、ＪＡＳ法に基づく指示・公表等の措置を適切に講じたところです。

○調査結果の概要

１ 小売店舗における生鮮食品の表示実施状況調査

⑴ 農畜水産物（米穀を除く）の表示実施状況

① 調査実施小売店舗数 3,643店舗

ア 「名称」の表示

・全商品に表示していた店舗数 2,701店舗（74.1％）

・表示率80％未満の店舗数 351店舗（ 9.6％）

イ 「原産地」の表示

・全商品に表示していた店舗数 2,550店舗（70.0％）

・表示率80％未満の店舗数 449店舗（12.3％）

② 販売商品数 474,875商品

・ 名称」の表示がなかったもの 7,638商品（1.6％）「

・ 原産地」の表示がなかったもの 11,000商品（2.3％）「

⑵ 米穀の表示実施状況

① 調査実施小売店舗数 1,773店舗

販売商品数 22,173商品

・表示項目のいずれかについて欠落があったもの 29商品（0.1％)

(主な欠落項目は以下のとおり。)

・ 原料玄米」の表示がなかったもの 23商品（0.1％）「

・ 精米年月日」の表示がなかったもの 21商品（0.1％)「

② 小売店舗における表示欠落商品に係る

追跡調査の対象となった中間流通業者



の事業所数 13事業所（73商品）

・表示項目のいずれかについて欠落があったもの 3商品（ 4.1％）

（主な欠落項目は以下のとおり ）。

・ 原料玄米」の表示がなかったもの 3商品（ 4.1％）「

・ 精米年月日」の表示がなかったもの 2商品（ 2.7％）「

（注）なお、本追跡調査の結果は、小売店舗において表示の欠落があった

商品についてのみ中間流通業者を対象として調査したものであり、中

間流通業者における表示状況全体の傾向を示すものではない。

⑶ 名称及び原産地（水産物にあっては 「解凍」及び「養殖」を含む ）の、 。

表示の真正性の確認

① 都道府県単位で、毎月、農産物、畜産物及び水産物それぞれ１品目ずつ

及び地方農政局等単位で、毎月、農産物、畜産物又は水産物から１品目を

調査

② 調査実施小売店舗数 1,323店舗

調査対象商品数 8,562商品

③ 調査の結果

・不適正な名称又は原産地の表示がみられた

店舗数及び商品数 2店舗（0.2％）

2商品（0.0％）

・水産物における「解凍」又は「養殖」の表示の欠落があったものは、水

産物の真正性確認調査対象商品1,363商品のうち10商品(0.7％）であっ

た。

⑷ 牛肉の名称及び原産地の表示の根拠確認

① 調査実施小売店舗数 578店舗

② 調査対象商品数 6,070商品

③ 調査の結果

・不適正な名称又は原産地の表示はみられなかった

２ 中間流通業者における生鮮食品の表示実施状況調査

⑴ 表示状況を調査した中間流通業者数 458事業所

調査対象商品数 11,343商品

⑵ 一部の商品に名称又は原産地の表示欠落が

みられた事業所数及び商品数 2事業所（0.4％）

3商品(0.0％）

⑶ 名称及び原産地（水産物にあっては 「解凍」及び「養殖」を含む ）の、 。

表示の真正性を確認した結果

① 不適正な名称又は原産地の表示がみられたもの 0商品（0.0％）

② 表示の真正性の確認がとれなかったもの 3商品（0.0％）



３ 有機農産物等の表示実施状況調査

⑴ 小売店舗調査

① 「有機○○」等の表示又は「農薬不使用」等の表示の調査対象店舗数等

ア）調査対象店舗数 787店舗

イ）調査商品数 3,159商品

② 「有機○○」等の表示調査の実施状況

ア 「有機○○」等の表示がされた農産物を販売）

していた店舗数 321店舗

・うち有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」等

の表示がされていた農産物を販売していた

店舗数 8店舗（2.5％）

イ 「有機○○」等の表示がされていた農産物 653商品）

・うち有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」等

の表示がされていた農産物 9商品（1.4％）

⑵ 中間流通業者等への遡及調査

小売店舗で確認した有機ＪＡＳマーク及び「農薬不使用」等の表示のある

農産物を当該小売店舗に納入した中間流通業者又は生産業者、計188事業者

に対する遡及調査を行った結果、確認された不適正表示の事業者数は次のと

おりである。

① 不適正な有機ＪＡＳマークの貼付を行った者 1事業者

② 事実と異なる「農薬不使用」等の表示を行った者 1事業者

⑶ 残留農薬分析

有機ＪＡＳマークのある農産物51点、農薬を使用せずに栽培した旨の表示

のある農産物21点、合計72点を小売店で買上げ、独立行政法人農林水産消費

安全技術センターが残留農薬分析を実施した結果、農薬の残留は検出されな

かった。

４ 米のＤＮＡ品種判別調査

米穀については、表示された品種の真正性を確認するため、年間を通じて計

画的に買い上げた袋詰精米について、ＤＮＡ分析を活用した品種判別を実施し

た。

⑴ 管内の米穀専門店及び量販店から購入した精米点数 94点（94社)

⑵ 表示と異なる品種混入の可能性が認められた商品数 2点（ 2.1%）

５ 不適正な表示への対応状況

小売店舗等における生鮮食品の表示実施状況調査の結果、表示の欠落や名

称、原産地等の表示に軽微な不適正表示が認められた場合には、その場で当



該表示の改善指導を行い、後日、不適正表示の程度に応じて文書による改善

指導等を行った。また、小売店舗等からの改善報告が行われた後には、改善

状況の確認を行った。

問い合せ先：東北農政局消費・安全部表示・規格課

担 当：鈴木、佐々木、池田

電 話：022-263-1111（内線 4420、4324、4329）



生鮮食品の品質表示実施状況調査等の結果（平成１８年度）

実施機関 東北農政局、管内農政事務所
調査期間 平成１８年４月～平成１９年３月

Ⅰ 生鮮食品の表示実施状況調査の結果

生鮮食品については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭
和２５年法律第１７５号。以下「ＪＡＳ法」という ）に基づく生鮮食品品質表示。
基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第514号）により 「名称」及び「原、
産地」の表示（水産物にあっては、これに加えて、水産物品質表示基準（平成１２
年３月３１日農林水産省告示第５１６号）により、冷凍したものを解凍したもので
ある場合の「解凍 、養殖されたものである場合の「養殖」の表示。また、米穀に」
あっては、玄米及び精米品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第
５１５号）により 「名称 「原料玄米 「内容量 「精米年月日」及び「販売者、 」、 」、 」、
等の氏名又は名称、住所及び電話番号」の表示）が義務付けられている。

このため、農林水産省では、平成１５年４月より、全国の小売店舗において販売
されている生鮮食品を対象として、これらの表示が適切に行われているかについて
日常的な調査を行っている。

また、平成１６年度からは、従来からの小売店舗への調査に加え、小売店舗が適
切な食品表示を行うためには、中間流通業者が生鮮食品に適切に表示を行うことが
必要不可欠であることから、中間流通業者が行っている表示の状況について調査を
実施している。

、 。今回 東北農政局管内の平成１８年度の表示実施状況の調査結果を取りまとめた

１ 調査概要

⑴ 小売店舗における生鮮食品の表示実施状況調査
調査対象 ： 3,663店舗（497,048商品）

調査内容 ：(ｱ) 「名称」及び「原産地 （水産物にあっては 「解凍」」 、
及び「養殖」を含む。米穀にあっては 「名称 「原、 」、
料玄米 「内容量 「精米年月日」及び「販売者等の」、 」、
氏名又は名称、住所及び電話番号 ）の表示状況」

(ｲ) 名称及び原産地の表示の真正性の確認
(ｳ) 牛肉の名称及び原産地の表示の根拠確認

⑵ 中間流通業者における生鮮食品の表示実施状況調査
調査対象 ： 458事業所（11,343商品）

調査内容 ：(ｱ) 「名称」及び「原産地 （水産物にあっては 「解凍 、」 、 」
「養殖」を含む ）の表示状況。

(ｲ) 名称及び原産地の表示の真正性の確認

２ 小売店舗における生鮮食品の表示実施状況調査結果

⑴ 米穀を除く農畜水産物における店舗単位での表示実施状況
平成１８年度の調査対象となった小売店舗3,663店舗のうち、米穀を除く農

畜水産物を販売していた3,643店舗における「名称」及び「原産地」の表示実



施状況は表１のとおりである。

① 「名称｣の表示については、全商品に表示していた店舗は2,701店舗
（74.1％ 、全商品の８割未満にしか表示していなかった店舗は351店舗）
（9.6％)であった。

② 「原産地｣の表示については、全商品に表示していた店舗は2,550店舗
(70.0％）、全商品の８割未満にしか表示していなかった店舗は449店舗
(12.3％)であった。

⑵ 米穀を除く農畜水産物における商品単位での表示実施状況
平成１８年度の調査対象店舗で販売されていた497,048商品のうち、米穀を

除く農畜水産物に該当する474,875商品についての「名称」及び「原産地」の
表示実施状況は表２のとおりである。

① 「名称｣の表示がなかったものは7,638商品（1.6％ 「原産地」の表示が）、
なかったものは11,000商品（2.3％）であった。

② 品目別で「名称｣の欠落率が最も高かった品目はその他農産物で、14,498
商品のうち439商品（3.0％）に欠落がみられた。

また 「原産地」の欠落率が最も高かった品目はその他農産物で、14,498、
商品のうち492商品（3.4％）に欠落がみられた。

⑶ 米穀における表示実施状況
平成１８年度の調査対象となった3,663店舗のうち、米穀を販売していた

1,773店舗の表示実施状況は表３のとおりである。

① 米穀に該当する22,173商品について、表示項目のいずれかの項目に表示欠
落があったものは29商品（0.1％）であった。

このうち 「原料玄米」の表示がなかったものは23商品（0.1％ 、｢精米、 ）
年月日」の表示がなかったものは21商品（0.1％）であった。(表３）



② 小売店舗で販売されていた米穀のうち、当該小売店舗が表示責任者となっ
ていない商品であって、表示欠落があった商品については、中間流通業者に
対し遡及調査を実施し、取り扱っている商品の表示状況を調査した。

その結果、当該事業所が取り扱っている73商品のうち、表示項目のいずれ
かの項目について欠落があったものは、3商品（4.1％）であった。

このうち 「原料玄米」の表示がなかったものは3商品（4.1％ 「精米年、 ）、
月日」の表示がなかったものは2商品（2.7％）であった。(表４）

なお、本遡及調査の結果は、小売店舗において表示の欠落があった商品に
ついてのみ中間流通業者を対象として調査したものであり、中間流通業者に
おける表示状況全体の傾向を示すものではない。

⑷ 名称及び原産地の表示の真正性の確認(表５）
① 平成１６年４月より、東北農政局管内の各農政事務所において県単位で、

毎月、農産物、畜産物及び水産物それぞれに１品目ずつを調査対象品目とし
て定めたことに加えて、１７年４月より、東北農政局において、毎月、農産
物、畜産物又は水産物から１品目を調査対象品目として定め、小売店舗にお
ける名称、原産地等の表示根拠を仕入伝票、容器・包装等により確認を行っ
ている。

② 平成１８年度の調査対象となった小売店舗1,323店舗の8,562商品について
表示の真正性の確認調査を実施した結果、表示の欠落を除く不適正な名称又
は原産地の表示が2店舗（0.2％ 、2商品（0.0％）でみられた。）

③ 水産物における「解凍」又は「養殖」の表示の欠落があったものは、
1,363商品のうち10商品（0.7％）であった。

⑸ 牛肉の名称及び原産地の表示の根拠確認
① 平成１５年１２月の米国におけるＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生を受け、

生鮮食品の表示実施状況調査の一環として牛肉の名称及び原産地の表示の根
拠確認を実施している。

② 平成１８年度の調査対象となった小売店舗578店舗の6,070商品について、



名称及び原産地の表示の根拠を確認した結果、表示の欠落を除く不適正な名
称又は原産地の表示はみられなかった。

⑹ 不適正な表示への対応状況
、 、小売店舗等における生鮮食品の表示実施状況調査の結果 表示の欠落や名称

原産地等の軽微な不適正表示が認められた場合には、その場で当該表示の改善
指導を行い、後日、表示の欠落や不適正表示の程度に応じて文書による改善指
導等を行った。また、これらの小売店舗からの改善報告が行われた後には、改
善状況の確認を行っている。

３ 中間流通業者における生鮮食品の表示実施状況調査結果

⑴ 事業所単位での表示実施状況
平成１８年度の調査対象となった中間流通業者458事業所のうち、一部の商

（ ） 。品に名称又は原産地の表示欠落がみられた事業所は2事業所 0.4％ であった
なお 「農産物 「畜産物 「水産物」別の中間流通業者の小売店舗への表、 」、 」、

示実施状況は表６のとおりである。

① 「農産物」を取り扱っている209事業所のうち、一部の商品に名称又は原
産地の表示欠落がみられた事業所は1事業所（0.5％）であった。

② 「畜産物」を取り扱っている70事業所のうち、一部の商品に名称又は原産
地の表示欠落がみられた事業所は1事業所（1.4％）であった。

③ 「水産物」を取り扱っている179事業所のうち、名称又は原産地の表示欠
落がみられた事業所はなかった。

⑵ 商品単位での表示実施状況
平成１８年度の調査対象となった中間流通業者が取り扱っている11,343商品

のうち、3商品（0.0％）について名称又は原産地の表示欠落がみられた。
なお 「農産物 「畜産物 「水産物」別にみた商品の表示状況は表７のと、 」、 」、

おりである。
① 「農産物」において6,586商品のうち、名称又は原産地の表示の欠落がみ

られたものは1商品（0.0％）であった。
② 「畜産物」において1,145商品のうち、名称又は原産地の表示の欠落がみ

られたものは2商品（0.2％）であった。
③ 「水産物」において3,612商品のうち、名称又は原産地の表示の欠落がみ

られたものはなかった。



⑶ 名称及び原産地等の表示の真正性の確認(表８）
平成１８年度の調査対象となった中間流通業者458事業所の11,343商品につ

いて表示の確認調査を実施した結果、表示の欠落を除く不適正な名称又は原産
地の表示はみられなかった。

また、原産地名が仕入伝票や容器・包装に表示がされていなかったため口頭
による確認のみで表示していたなど、表示の真正性の確認がとれなかったもの
が3商品（0.0％）あった。

、 「 」 「 」 。なお 水産物における 解凍 又は 養殖 の表示の欠落はみられなかった

⑷ 名称又は原産地の欠落表示への対応状況
小売店舗へ販売する商品に名称、原産地等の表示が欠落している場合は、そ

の場で当該表示の改善指導を行い、後日、表示の欠落の程度に応じて文書によ
。 、 、る改善指導等を行った また 中間流通業者からの改善報告が行われた後には

改善状況の確認を行っている。

Ⅱ 有機農産物等の表示実施状況調査の結果

有機農産物については、ＪＡＳ法により、有機ＪＡＳマークが表示されている場
合に限り「有機○○」や「オーガニック○○」等の表示（以下「 有機○○」等の「
表示」という ）を行うことができることとされている。。

また 農薬や化学肥料を使用せず 又は削減して栽培した農産物の表示 以下 農、 、 （ 「「
薬不使用」等の表示」という ）については、農林水産省において、特別栽培農産。
物に係る表示ガイドラインを定め、その表示の適正化を図っているところである。

このため、農林水産省では、生鮮食品の表示実施状況調査にあわせて、全国の小
売店舗において販売されている有機農産物の「有機○○｣等の表示及び「農薬不使
用」等の表示が適切に行われているかの調査、中間流通業者等に対する表示内容の
根拠を確認するための遡及調査及び残留農薬分析を行った。

、 。今回 東北農政局管内の平成１８年度の表示実施状況の調査結果を取りまとめた

１ 調査の概要
調査対象 ： 787店舗（3,159商品）



調査内容 ：(ｱ) 「有機○○ 「オーガニック○○」等の表示及び有機Ｊ」、
ＡＳマーク表示状況

(ｲ) 特別栽培農産物に係る「農薬不使用」等の表示状況

２ 小売店舗調査結果

⑴ 調査の概況
生鮮食品の表示実施状況調査を実施した小売店舗のうち 「有機○○」等の、

表示のある農産物や、「農薬不使用」等の表示のある農産物を販売していた
787店舗における表示実施状況は表９のとおりである。

⑵ 「有機○○」等の表示及び有機ＪＡＳマークの表示実施状況
「有機○○」等の表示のある農産物を販売していた321店舗の表示状況は

表10のとおりである。
① 店舗単位でみた表示実施状況

ア）有機ＪＡＳマークが付された上で「有機○○」等の表示がされていた農
産物を販売していたのは313店舗（97.5％ 、有機ＪＡＳマークなしに「有）
機○○」等の表示がされていた農産物を販売していた8店舗（2.5％）であ
った。

イ）有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」等の表示がされていた農産物を販
売していた店舗のうち、有機農産物でない農産物に「有機○○」等の表示
がされていたのは8店舗（2.5％ 、店頭で「有機○○」等の表示をする際）
に有機ＪＡＳマークの掲示が欠落していたものはなかった。

② 商品単位でみた表示実施状況
調査対象店舗で販売されていた「有機○○」等の表示がされていた農産物

653商品のうち、有機ＪＡＳマークを付した上で「有機○○」等の表示がさ
れていた農産物は644商品（98.6％ 、有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」）
等の表示がされた不適正な表示であった農産物は9商品（1.4％）であった。
（表11）



③ 不適正な「有機○○」等の表示の実施者の状況
有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」等の表示がされた農産物を販売して

いた者を業者別にみると、表12のとおりである。

④ 指導状況
有機ＪＡＳマークなしに「有機○○」等の表示がされた農産物を販売して

、 、 、いた店舗等に対しては その場で当該表示の除去 抹消を指導するとともに
当該不適正な表示の実施者である小売業者、中間流通業者又は生産出荷者に
対しては、後日、文書による改善指導等を行った。さらに、表示責任者から
改善報告が行われた後には、改善状況の確認を行っている。

３ 中間流通業者及び生産業者に対する遡及調査の概況
小売店舗で確認した有機ＪＡＳマーク及び「農薬不使用」等の表示のある農産

物から一部を選定し、これら商品を当該小売店舗に納入した中間流通業者又は生
産業者に対する遡及調査を行い これらの商品の表示内容の根拠を確認した 表、 。（
13）

⑴ 不適正な有機ＪＡＳマークに対する措置の状況
有機ＪＡＳマークの付された農産物に係る遡及調査を対象に実施したとこ

ろ、1事業者において、格付が行われていない農産物に対する不適正な有機Ｊ
ＡＳマークの貼付が認めれられた。

この1事業者に対しては文書による改善指導等を行った。



⑵ 不適正な「農薬不使用」等の表示に対する措置の状況
「 」 、農薬不使用 等の表示が付された農産物に係る遡及調査を実施したところ

生産業者1農家において、不適正な「農薬不使用」等の表示が認められた。
不適正な表示の実施者に対しては、改善指導を行った。(表14）

４ 残留農薬分析の実施状況

有機ＪＡＳマークのある農産物51点、農薬を使用せずに栽培した旨の表示の
ある農産物21点、合計72点を小売店で買上げ、独立行政法人農林水産消費安全
技術センターが残留農薬を分析した結果 農薬の残留は検出されなかった (表、 。
15）

Ⅲ 米のＤＮＡ品種判別調査の結果

米については、国民の主食としての位置付け、銘柄米志向の更なる進行、最近に
おける精米の不正表示の顕在化等を背景に、米の品質表示の真正性の確保に対する
消費者の関心は、引き続き高い状況にある。

このため、年間を通した適正表示に向けた監視体制を継続するために、ＤＮＡ分
析を活用した品種判別調査を実施しているところであり、平成１８年度の結果を以
下のとおり取りまとめた。

１ ＤＮＡ品種判別調査の実施状況
本調査の実施に当たっては、管内の米穀専門店を含む食品の小売販売店から精

米94点を買い上げてＤＮＡ分析を行った結果、うち2点（2.1％）に表示と異なる



（ 「 」 。） 。品種が混入 以下 異品種混入 という している疑いのある反応がみられた
（表16）

２ 遡及調査の実施状況
ＤＮＡ品種判別調査により異品種混入が疑われる商品に対しては、原因究明の

ための遡及調査を実施したところである。
その結果、表示責任を有する2社に不十分な工程管理等の異品種混入につなが

る原因があったことが判明した （表17）。
なお、異品種混入の原因が判明した2社については、口頭又は文書による指導

を行った。


